
 
岩手大学次世代アグリイノベ一シヨン研究センター規則 

 

平成 ３０年４月１日 制  定 

令和６年４月２５日 最終改正 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、国立大学法人岩手大学学則第５条の規定に基づき、岩手大学次世代ア

グリイノベーシヨン研究センター（以下「センター」という。）の組織、運営及び業務に

関し、必要な事項を定める。 

 

（目的） 

第２条 センターは、本学のこれまでの強み・特色となる農学分野の基盤研究をさらに発

展・活用し、グローバルな環境変動や農業が直面している諸課題に対応する次世代農業の

イノベーションを先導する基盤・応用研究拠点の構築を目指す。併せて、本学における教

育研究の進展に寄与するとともに、その研究成果を基に地域振興を図ることを日的とす

る。 

 

（業務） 

第３条 センターは、次に掲げる業務を行う。 

一 生物資源を活用した研究に関すること。 

二 先端技術を活用した次世代農業技術開発研究に関すること。 

三 前２号の調査研究の発信及び社会還元に関すること。 

四 その他次世代農業の研究に関すること。 

 

（部門） 

第４条 センターに、次に掲げる部門を置く。 

一 生物生産部門 

二 食と生活部門 

三 生態環境部門 

２ 部門に部門長を置き、兼務教員のうちからセンター長が任命する。 

 

（職員） 

第５条 センターに、次に掲げる職員を置く。 

一 センター長 

二 兼務教員 

三 その他の職員 

 

（センター長） 

第６条 センター長は、センター全般の業務及び運営を統括する。 

２ センター長は、岩手大学の専任の教授のうちから学長が任命する。 

３ センター長の任期は、２年とする。ただし、センター長が辞任、事故等により欠けた場

合における後任のセンター長の任期は、前任者の残任期間とする。 

４ センター長は再任されることができる。 

 

（副センター長） 

第７条 センターに、副センター長を置くことができる。 

２ 副センター長は、センター長を補佐し、センター長に事故あるときはその職務を代行す



る。 

３ 副センター長は、兼務教員のうちからセンター長が推薦し、学長が任命する。 

４ 副センター長の任期は２年とし、再任を妨げない。 

５ 前項の規定にかかわらず、副センター長の任期は、その任期の開始の日現にセンター長

である者又はその任期の開始の日にセンター長へ就任する予定である者の任期を超えるこ

とができない。 

 

（部門長） 

第８条 部門長は、当該部門を統括する。 

２ 部門長の任期は２年とし、再任を妨げない。 

３ 前項の規定にかかわらず、部門長の任期は、その任期の開始の日現にセンター長である

者又はその任期の開始の日にセンター長へ就任する予定である者の任期を超えることがで

きない。 

 

（兼務教員） 

第９条 兼務教員は、センター長の申請に基づき学長が任命する。 

２ センター長は、前項の申請に当たっては、当該教員の所属する学部等の長の同意を得る

ものとする。 

３ 兼務教員の任期は２年とし、再任を妨げない。 

４ 前項の規定にかかわらず、兼務教員の任期は、その任期の開始の日現にセンター長であ

る者又はその任期の開始の日にセンター長へ就任する予定である者の任期を超えることが

できない。 

 

（特任教員及び特任研究員） 

第１０条 センターに特任教員及び特任研究員を置くことができる。 

２ 特任教員及び特任研究員の選考に関する事項は別に定める。 

 

（客員教授等） 

第１１条 センターに客員教授等を置くことができる。 

２ 客員教授等の任期は、１年を超えないものとし、再任を妨げない。 

３ 客員教授等の選考に関する事項は、別に定める。 

 

（庶務） 

第１２条 センターの庶務は、研究・地域連携課において処理する。 

 

（雑則） 

第１３条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、別に定め

る。  

 

 

附 則 

この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。  

 

附 則 



この規則は、令和５年４月１日から施行する。  

 

附 則 

この規則は、令和６年４月２５日から施行する。  

 


